
 
 

「

私

た

ち

平

和

行

進

の

出

発

の

日

」

 

 

◎
「

二

月

十

一

日

…

旧
・
紀

元

節

」
、
こ

れ

は

、
架

空

の

物

語

神

話

に

基

く
「

天

皇

制

原

点

の

 

日

」

で

す

。

そ

れ

故

、

現

憲

法

の

国

民

主

権

の

下

に

、

五

〇

余

年

前

に

廃

棄

さ

れ

ま

し

た

。

 
 

し

か

し

、
一

九

六

七

年

、
日

本

政

府

は

、
戦

前
・
戦

中

の

天

皇

制

国

家

の

復

権

を

意

図

と

 

し

て

、

装

い

を

変

え

「

建

国

記

念

の

日

」

と

し

て

、

再

び

こ

れ

を

制

定

し

た

の

で

す

。

そ

れ

 

は

、

靖

国

神

社

を

国

営

化

し

よ

う

と

し

た

こ

と

か

ら

も

明

ら

か

な

こ

と

で

す

。

 

 

◎

皆

さ

ん

、
戦

前

・

戦

中

の
「

天

皇

制

」
の

実

態

は

、
何

だ

っ

た

の

で

し

ょ

う

か

。
そ

こ

に

は

、

 

「

個

人

と

し

て

の

人

権

」
や
「

真

の

平

和

」
は

な

く

、
「

天

皇

」
の

下

に

国

家

総

動

員

体

制

 

が

敷

か

れ

、

侵

略

戦

争

を

起

こ

し

、

ア

ジ

ア

の

平

和

を

踏

み

に

じ

り

、

数

え

切

れ

な

い

人

々 

の

命

を

奪

っ

た

「

軍

国

主

義

」

そ

の

も

の

で

し

か

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

 

 

◎

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

再

び

忌

ま

わ

し

い

「

天

皇

制

」

が

顔

を

出

し

て

き

た

…

。

 

 

◎

こ

の

こ

と

に

憂

え

た

私

た

ち

は

、

勇

気

を

も

っ

て

立

ち

上

が

り

、

現

憲

法

を

守

る

行

進

（

運

 

動

）
を

始

め

た

の

で

し

た

。
そ

う

で

す

！

こ

の
「

建

国

記

念

の

日

」
は

、
平

和

憲

法

を

守

る

 

私

た

ち

の

出

発

の

日

で

も

あ

る

の

で

す

。

 

 

◎

さ

ら

に

、

昨

年

か

ら

は

「

日

米

・

新

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

」

が

浮

上

し

、

三

月

に

は

、

こ

の

浜

松

 

基

地

に

は

、
Ａ

Ｗ

Ａ

Ｃ

Ｓ

が

配

備

さ

れ

、
新

た

な

戦

争

の

準

備

が

始

ま

り

つ

つ

あ

る

と

い

う

 

こ

の

無

神

経

さ

！

 

 

◎

日

本

の

現

状

を

よ

く

見

、

こ

れ

以

上

、

戦

争

へ

の

道

が

開

か

れ

る

事

の

な

い

よ

う

に

、

共

に

 

立

ち

上

が

ろ

う

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

一

九

九

八

年

二

月

八

日

（

日

）

第

三

七

二

回

・

憲

法

を

守

る

平

和

行

進

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

浜

松

市

憲

法

を

守

る

会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事

務

局 

浜

松

市

紺

屋

町

三

〇

一

～

十

五

 


